誓約書兼自己チェックリスト
（太陽光発電設備及び蓄電池又はV2H充放電設備の同時設置）

　本補助金の交付を受けるにあたり、次の要件を満たしていることについて誓約します。
なお、この誓約事項や申請内容に虚偽がある場合、本補助金の交付を受けられないことに一切の異議を申し立てず、本補助金の申請や工事等に要した費用は自ら負担いたします。
	　
	要件
	チェック欄

	共通・全設備
	市税その他の租税を滞納していないこと。
	□

	
	京都市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員等又は同条第５号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
	□

	
	導入設備を、法令、条例等に適合して設置していること。
	□

	
	本事業と補助対象が重複する国や京都府等の他補助制度（※）を受けていないこと。
	□

	
	設置場所の建物が「兼用住宅」でないこと。
	□

	
	「京都市住宅の自家消費型太陽光発電設備等設置補助金交付規程」の内容を確認し、全ての補助要件を満たすことを確認していること。
	□

	太陽光発電設備
	本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること。
	□

	
	電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく固定価格買取制度（以下「FIT」という。）の認定又は FIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。
	□

	
	再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン（太陽光発電）」（資源エネルギー庁）に定める遵守事項等に準拠して事業を実施していること。
	□

	
	需要家の敷地内に本事業により導入する再エネ発電設備で発電して消費する電力量を、当該再エネ発電設備で発電する電力量の30％以上とすること。
	□

	蓄電池
	パッケージ型番が、国が実施する補助事業における補助対象システムとして、一般社団法人環境共創イニシアチブ（ＳＩＩ）に登録されていること。
	□

	
	原則として再エネ発電設備によって発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備とすること。
	□

	
	価格交渉等を通じて、蓄電池の導入費用（工事費込み・税抜き）が家庭用：12.5万円/kWh、業務用：11.9万円/kWh以下となるよう努めていること。
	□

	その他
	V2H：型式が、経済産業省「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」の補助対象Ｖ２Ｈ充放電設備一覧表に掲載されているものであること。
高効率給湯機器：インターネットに接続可能な機種で、翌日の天気予報や日射量予報に連動することで、昼間の時間帯に沸き上げをシフトする機能を有するものであること、または、おひさまエコキュートであること。
ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ：気象情報と連動することで、停電が予想される場合に稼働を停止しない機能を有するものであること。
	□



※　本補助金と併用が不可能な主な補助金
＜太陽光・蓄電池＞
・京都市建築物の太陽光発電設備等上乗せ設置促進補助金
・京都市脱炭素先行地域づくり事業補助金における既存住宅の断熱改修等補助
・DRリソース導入のための家庭用蓄電システム等導入支援事業
・ZEH補助金における蓄電池システム（上限２０万円/戸）補助
＜高効率給湯機器又はコージェネレーションシステム＞
・京都市脱炭素先行地域づくり事業補助金における既存住宅の断熱改修等補助
・京都府ZEH補助金
・住宅省エネキャンペーン（みらいエコ住宅事業、給湯省エネ事業）
・ZEH補助金



署名欄
（代理申請の場合、申請者本人と代理申請者の両方の署名が必要です。）

	＜申請者＞
令和　　年　　月　　日
  申請者　（自筆）

令和　　年　　月　　日
代理申請者　（自筆）





